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自転車での加害事故による高額賠償事例が増えています。万が一に備え、自転車の傷害保険・賠償責任保険等に加入しましょう。補償内容等詳しくは、各損害保険会社へ。

※職員数は一般職に属する職員数で、地方公務員の身分を有する休職者・再

　任用フルタイム職員等を含み、再任用短時間職員・臨時職員・非常勤職員を

　除いています。

※［　］内は条例定数の合計です。

◆ご存知ですか

　管理費と修繕積立金の違い

　分譲マンションの区分所有者が負

担する費用に「管理費」と「修繕積立

金」があります。

　管理費は、日常的な管理に要する費

用で、経常的な補修費や管理組合の運

営費、管理員人件費などが主なもので

す。修繕積立金は、主に大規模修繕な

ど計画的な修繕工事に使う費用です。

　管理費と修繕積立金は、分けて経理

を行う必要があります。修繕積立金

は、管理費の不足に充てたりせず、計

画的に必要額を確保しましょう。修繕

積立金が確保されていないと、マンシ

ョンの大規模修繕工事等の予定を立

てる際に、資金繰りに苦慮する場合が

あるので、ご注意ください。

　ご自身のマンションで疑問に思う

ことがある方は、お気軽に区が実施

するマンション管理相談やマンショ

ン管理相談員派遣制度等をご活用く

ださい。申し込み方法等詳しくは、住

宅課居住支援係へお問い合わせくだ

さい。

区区職職員員のの給給与与・・職職員員数数のの状状況況等等
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【
対
象
】
区
内
在
住
の
小
学
生
、

60名

程
度

【
講
師
】
▼
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
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教
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講
座
「
柏
木
の
歴
史
今
昔
」

　
屏
風
絵
に
描
か
れ
現
在
も
残
る
史

跡
等
か
ら
、
柏
木
地
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の
歴
史
的
変

遷
を
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え
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。当
日
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接
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で
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ダ
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落
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ボ
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問
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時
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後
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～
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時【費
用
】
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代
等
）

【
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あ
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。

新
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・
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子
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マ
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会

【
日
時
】

30年

1月

14日

午
前

9時

～
午
後

8時

【
会
場
】
新
宿
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（
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久
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【
対
象
】
区
内
在
住
・
在
勤
の
高
校
生

以
上
、

160組

【
内
容
】
男
女
ミ
ッ
ク
ス
ま
た
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子

の
２
人
１
組
の
ペ
ア
大
会
、

4組
の

予
選
リ
ー
グ
戦
後
、
各
順
位
ト
ー
ナ

メ
ン
ト

【
費
用
】
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2千
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（
保
険
料
等
）

【
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催
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】
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【
日
時
】

30年
1月
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22日

午
後

3時
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【
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場
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【
対
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【
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等
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【
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間
は
、お
問

い
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わ
せ
く
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い
（
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～

30年

1月

3日

は
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館
）
。
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▼
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…
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30年
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…
み
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り
の
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テ
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展
（
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年
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環
境
日
記
展

2
0
1
7受

賞
作
品
展
、
ニ
ッ
ト
・
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12月
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【
日
時
】
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9日

午
前

11時
～
午
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2時

30分

【
内
容
】
パ
ン
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マ
イ
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（
出
演
は
バ
ー
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村
田
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ー
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ド
ベ
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腹
話
術
、リ
サ
イ
ク
ル
バ
ザ
ー
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ら
し
ず
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コ
ー
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提
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い
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か

※
来
場
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に
は
プ
レ
ゼ
ン
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が
あ
り
ま
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（
無
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次
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）
。
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①講座・催し名

②〒・住所

③氏名（ふりがな）

④電話番号

（往復はがきの場

合は、返信用にも

住所・氏名）

講座・

催し等の

申し込み

※往復はがきは、各

記事で指定がある

場合のみ。

※費用の記載のない

ものは、原則無料。

はがき・ファックスの記入例
　区職員の給与等は、区民の皆さんの負担によるものです。より一層、皆さんのご

理解をいただくため、「新宿区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基

づき、区職員の給与・定員管理に関する職員数の状況等の概要をお知らせします。

【問合せ】職員の給与等は人事課給与福利係（5273）4057、職員数の状況等

は人事課人事係（5273）4027（いずれも本庁舎3階・（3209）9947）へ。

快快快適適適なななマママンンンシシショョョンンン

ララライイイフフフのののたたためめめににに 3
　マンションの維持管理に関心を持っ

ていただくため、マンションに関するコ

ラムを連載でお届けしています。

【問合せ】住宅課居住支援係（本庁舎7階）

（5273）3567へ。

（参考）定員適正化計画の取り組み状況

年度
20～23
年度計

24 25 26 27
24～27
年度計

28 29
28・29
年度計

計画 ▲202 ▲68 ▲52 ▲37 ▲44 ▲201 ▲17 ▲8 ▲25

実績 ▲207 ▲72 ▲59 ▲25 ▲63 ▲219 ▲20 ▲22 ▲42

※各定員適正化計画に基づく20年度～29年度の計画と実績を掲
　載。計画策定時は短時間再任用による振り替え分を想定して計

　上した削減数としているため、26年度からフルタイム再任用と
　なった実績は除いています。

職員数の状況・定員適正化の概要等

◆定員管理の取り組み定員適正化計画の目標と実績

　区では、より簡素で効率的な組織運営を目指し、「定員適正

化計画」を策定し、計画的に職員数の削減に取り組んでいま

す。これまで、第一次実行計画（計画期間：20年度～23年度）、第

二次実行計画（計画期間：24年度～27年度）に基づき426名を

削減しました。

　また、第三次実行計画（計画期間：28年度～29年度）に基づ

き、25名の定員削減を目標とし、再任用職員の活用と事務事

業の見直し等により、42名を削減しました。

職員の給与等
◆28年度の人件費の状況（普通会計決算）
住民基本台帳人口
（29年4月1日現在）

歳出額（A） 実質収支 人件費（B）
人件費率
（B÷A）

339,339人 139,650,738千円 3,492,735千円 26,476,424千円 19.0％

◆ラスパイレス指数の状況
区分 新宿区 特別区平均

23年度 99.9 100.0

28年度 98.8 99.4

（参考：27年度の人件費率は19.2％）

※決算額は「地方財政状況調査」の分析によるものです。

※人件費には特別職に支給される給料・報酬などを含みます。

※29年4月1日現在の区の住民基本台帳人口のうち、外国人は41,016人です。

◆給与の種類と内容

※ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与
　水準を示す指数です。

◆年齢別職員構成の状況　　　　 （29年4月1日現在）

区分 20歳未満 20～23歳 24～27歳 28～31歳 32～35歳

職員数 1人 50人 254人 344人 285人

構成比 0.0% 1.8% 9.3% 12.6% 10.5%

※職員数は「地方公務員給与実態調査」による28年4月1日現在の普通会計に属する職員
　の人数です。

※職員手当には退職手当を含みません。

◆28年度の職員給与費の状況（普通会計決算）
職員数
（A）

給与費 1人当たりの
給与費（B÷A）給料 職員手当 期末・勤勉手当 計（B）

2,534人 9,515,517千円 3,690,129千円 4,362,104千円 17,567,750千円 6,932千円

◆昇給の状況（28年度）

区分 全職種 行政職 技能労務職

職員数（a） 2,333人 1,985人 254人

昇給区分ＡまたはＢの職員数（b）
構成比率（b÷a）

688人
29.5%

585人
29.5%

77人
30.3%

昇給区分Ｃの職員数（c）
構成比率（c÷a）

1,614人
69.2%

1,369人
69.0%

177人
69.7%

昇給区分ＤまたはＥの職員数（d）
構成比率（d÷a）

31人
1.3%

31人
1.6%

0人
0%

※定期評価の結果を昇給に反映させています。昇給区分はＡ（6号昇給）、
　Ｂ（５号昇給）、Ｃ（４号昇給）、Ｄ（３号昇給）、Ｅ（昇給なし）の５段階です。

※行政職は行政職給料表（一）適用職員です。技能労務職は行政職給料表

　（二）適用職員です。

※全職種欄は行政職・技能労務職・医療職です。

※構成比は端数を調整しています。

◆特別職の報酬等の状況　　　　　 （29年4月1日現在）

区分 給料・報酬 地域手当 支給額計 期末手当

給料
区長

副区長

1,166,000円
935,000円

151,580円
121,550円

1,317,580円
1,056,550円

6月期 1.40月分
12月期 1.50月分
3月期 0.20月分
計 3.10月分報酬

議長

副議長

議員

943,000円
805,000円
616,000円

―

―

―

943,000円
805,000円
616,000円

区分 算定方式

退職
手当

区長

副区長

退職時給料月額×勤続期間1年に付き100分の450
退職時給料月額×勤続期間1年に付き100分の310

※副区長には、このほかに通勤手当が支給されます。

区分 36～39歳 40～43歳 44～47歳 48～51歳 52歳以上

職員数 250人 182人 302人 258人 795人

構成比 9.2% 6.7% 11.1% 9.5% 29.3%

※年齢は30年3月末日現在
※構成比は端数を調整しています。

合計　2,721人

※職員1人当たりの平均支給額は、28年度に退職した全職員の平均額です。

◆退職手当の状況　　　　　　　　　　　　　　　（29年4月1日現在）

区分 新宿区 国

内容 自己都合 定年・勧奨 自己都合 定年・勧奨

支
給
率

勤続20年
勤続25年
勤続35年
最高限度

18.50月分
29.00月分
41.25月分
41.25月分

25.50月分
34.25月分
49.55月分
49.55月分

20.445月分
29.145月分
41.325月分
49.59月分

25.556月分
34.582月分
49.59月分
49.59月分

加算措置
定年前早期退職特例措置
（2％～20％加算）

定年前早期退職特例措置
（2％～45％加算）

職員1人当たりの
平均支給額

3,561千円 21,395千円

（単位：人）

◆部門別職員数の状況と主な増減理由（各年4月1日現在）

職員数 増減数
（▲は減）

主な増減理由
28年 29年

一般行政
部門

議会 15人 15人 0人

総務 456人 462人 6人
職員配置の見直し等
による増

税務 95人 95人 0人

民生 983人 998人 15人
職員配置の見直し等
による増

衛生 411人 412人 1人
職員配置の見直し等
による増

労働 5人 5人 0人

農林 0人 1人 1人
職員配置の見直し等
による増

商工 15人 16人 1人
職員配置の見直し等
による増

土木 271人 276人 5人
職員配置の見直し等
による増

小計（Ａ）2,251人 2,280人 29人

特別行政
部門

教育（Ｂ） 283人 279人 ▲4人
職員配置の見直し等
による減

普通会計部門 合計
（Ｃ＝Ａ＋Ｂ）

2,534人 2,559人 25人

公営企業等
会計部門　

水道 1人 0人 ▲1人
職員配置の見直し等
による減

その他 161人 162人 1人
職員配置の見直し等
による増

公営企業等会計部門
合計（Ｄ）

162人 162人 　0人

総計（Ｃ＋Ｄ）
2,696人
［2,733人］

2,721人
［2,727人］

　25人
［▲6人］

部門
区分

世帯主

月額家賃27,000円以上を負担する者 8,300円

加算額
当該年度末年齢27歳までの者 18,700円
当該年度末年齢28歳から
32歳までの者 9,300円

※国は借家等居住者への支給限度額27,000円

住居手当

給料

区分 新宿区 国

配偶者 13,700円 10,000円
配偶者以外の扶養親族 6,000円 8,000円

※満15歳の年度初め～満22歳の年度末までの扶養親族で
　ある子どもについて4,000円を加算（国の加算額は5,000円）

扶養手当

民間における賃金や物価が高い地域に勤務する職員に支給
する手当

支給率 20%
※国は地域区分により0％～20％
※職員1人当たり平均支給年額710,347円（28年度）

地域手当

通勤手当

その他

期末・勤勉手当

原
則
と
し
て
毎
月
決
ま
っ
て
支
給
す
る
も
の

勤
務
し
た
実
績
に
応
じ
て
支
給
す
る
も
の

民間の基本給に相当し、仕事の内容や責任に応じて、給料表・
級などにより区分しています。

運賃相当額（1か月当たりの支給限度額55,000円。国の支
給限度額も同じ）
※原則として年2回、4月・10月に6か月分を一括支給

管理職手当・初任給調整手当・単身赴任手当

ボーナスに相当する手当

28年度
支給割合

新宿区 国

期末 勤勉 期末 勤勉

6月期
1.15月分
（0.65）

0.85月分
（0.40）

1.225月分
（0.65）

0.85月分
（0.40）

12月期
1.20月分
（0.70）

0.85月分
（0.40）

1.375月分
（0.80）

0.85月分
（0.40）

3月期
0.25月分
（0.10） ― ― ―

計
2.60月分
（1.45）

1.70月分
（0.80）

2.60月分
（1.45）

1.70月分
（0.80）

職務段階等に
応じた加算措置

有 有

※（　）は再任用職員の支給割合

退職時に支給する一時金（右上表「退職手当の状況」参照）

一
定
の
時
期
に
支
給
す
る
も
の

給
与

時間外勤務手当

特殊勤務手当

その他

著しく危険、不健康、そのほか特殊な業務に就いたときに支
給する手当

手当の種類
（4種類）

特定危険現場業務手当、福祉事務所現業手当、

感染症予防業務従事手当、清掃業務従事手当

職員全体に占める手当支給職員の割合 9.8%
※職員1人当たり平均支給年額124,453円（28年度）
※支給額・支給職員の多い手当は清掃業務従事手当、福祉事務
所現業手当

休日給・宿日直手当・夜勤手当・管理職特別勤務手当・災害派遣手当

職員1人当たり平均支給年額299,067円（28年度）

退職手当

◆職員の平均給料月額、平均給与月額と
　平均年齢の状況　　　　　　　 （29年4月1日現在）

区分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

一般
行政職

新宿区 305,010円 426,543円 40歳 8月

東京都 314,841円 445,081円 41歳 6月

技能

労務職

新宿区 297,633円 404,853円 50歳 9月

うち清掃職員 298,980円 426,195円 48歳 0月

うち用務員 298,036円 378,817円 54歳 11月

東京都 293,011円 395,511円 49歳 4月

◆一般行政職の級別職員数の状況
（29年4月1日現在）

区分 8級 7級 6級 5級 4級 3級 2級 1級

計標準的
な職務
内容

部長
統括

課長
課長

総括

係長

係長・
主査

主任
主事

高度な知
識が必要
な係員

2級～8級
に属さな
い係員

職員数 18人 15人 58人 58人 284人 534人 413人 74人 1,454人

構成比 1.2%1.0%4.0%4.0%19.5%36.7% 28.4% 5.1% 100%

※新宿区の給与条例に基づく給料表の級区分によります。

※標準的な職務内容は、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

※職員数は「地方公務員給与実態調査」の分類による一般行政職

　の人数です。

※構成比は端数を調整しています。

◆職員の初任給の状況　 　 （29年4月1日現在）

区分 新宿区 国

一般行政職
大学卒程度 182,700円

総合職 182,700円
一般職 178,200円

高校卒程度 146,100円 146,100円

技能労務職 138,000円

◆職員の経験年数別・学歴別
　平均給料月額の状況 　　　　　（29年4月1日現在）

区分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年

一般　
行政職

大学卒程度 280,642円 339,192円 373,050円

高校卒程度 231,880円 281,814円 310,600円

技能労務職 278,127円 300,900円

※技能労務職の経験年数10年は、該当者がいませんでした。

29年4月1日現在
（29年度特別区人事委員会等勧告前の金額・月数）

　（仮称）新宿区住宅宿泊

事業の適正な運営に関す

る条例の制定に向けた「新

宿区ルール」のパブリック・

コメントを実施し、29名

の方から89件のご意見を

いただきました。今後は、いただいたご意見を参

考に「住宅宿泊事業法」の施行に合わせた制定に

向けて、条例をまとめます。

　皆さんからいただいたご意見の要旨と区の考

え方、「新宿区ルール」の骨子等は、衛生課・区政情

報課（本庁舎3階）で閲覧できるほか、新宿区ホー

ムページでご覧いただけます。

【問合せ】衛生課環境衛生第一係（第2分庁舎3階）

（5273）3841へ。

民泊の新宿区ルールへの

ご意見ありがとうございました
パブリック・コメントの

実施結果を公表しています

〇
〇

　

マ
ン
シ
ョ
ン
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